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     議事日程  

 令和２年１月２４日（金曜日） 午後１時１１分開会 

 第１ 開  会 

 第２ 議長挨拶 

 第３ 説明及び意見を求める事項 

      １）農林業系汚染廃棄物の処理について 

      ２）年金生活者支援給付金支給対象の判定誤りについて 

 第４ その他 

 第５ 閉  会 
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     午後１時１１分 開会 

○議長（大橋昭太郎君） １月会議、大変御苦労さまでした。 

  ただいまから全員協議会を開きます。 

  本日、町長からの説明及び意見を求める事項は２件です。おととい、町長から２つ目の案件

について全員協議会で報告したい旨の通知をいただき、本日説明いただくことといたしました。 

  どうぞスムーズに全員協議会が進められるようよろしくお願いします。 

  本日の全員協議会、全員出席です。ただいまから会議を始めます。 

  まず最初に、町長から挨拶をお願いいたします。 

○町長（相澤清一君） １月会議大変ありがとうございました。 

  それでは、本日は議長のお取り計らいにより議会全員協議会を開催していただき、厚く御礼

申し上げます。 

  本日全員協議会で御説明申し上げますのは、農林業系汚染廃棄物の処理について及び年金生

活者支援給付金支給対象の判定誤りについての２点であります。 

  初めに、１点目の農林業系汚染廃棄物の処理について御説明申し上げます。 

  平成23年３月の東日本大震災に伴い、東京電力福島第一原子力発電所の事故により発生した

放射性物質を含む農林業系汚染廃棄物については、大崎地域広域行政事務組合が平成30年10月

から実施した試験焼却において、一般ごみとの混焼による処理に問題がないことを確認してお

ります。このことから、町といたしましては、町内の農家が保管している農林業系汚染廃棄物

を混焼によって焼却処理を進めてまいりたいと考えております。 

  本日は、町内の農家が保管している放射性物質を含む農林業系汚染廃棄物の状況と今後の処

理計画案について御説明申し上げるものでございます。詳細につきましては、後ほど町民生活

課長から御説明申し上げます。 

  次に、２点目の年金生活者支援給付金支給対象の判定誤りについて御説明申し上げます。 

  令和元年10月１日から施行された年金生活者支援給付金の支給業務を行う日本年金機構に対

し、町が提出した所得世帯データの一部に誤りがあったことから、給付金の支給対象とならな

い２人の方に誤って支給されてしまいました。誤って支給された２人の方については、今後誤

って支給した給付金を返納していただく手続を行ってまいります。 

  本日は、納付金を誤って支給したことが判明した経緯及びその後の対応等について御説明申

し上げるものでございます。詳細につきましては、後ほど町民生活課長から御説明申し上げま

す。 
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  議員の皆様の御理解を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大橋昭太郎君） それでは、早速、説明及び意見を求める事項、１）農林業系汚染廃棄

物の処理についてに入ります。 

  それでは、総務課長、お願いします。 

○総務課長（佐々木義則君） それでは、１点目の農林業系汚染廃棄物処理につきましての説明

員を紹介させていただきます。町民生活課長の佐藤でございます。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） よろしくお願いします。 

○総務課長（佐々木義則君） 同じく町民生活課課長補佐の阿部でございます。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 阿部と申します。よろしくお願いいたします。 

○総務課長（佐々木義則君） 次に、産業振興課長の小林でございます。 

○産業振興課長（小林誠樹君） 小林でございます。よろしくお願いいたします。 

○総務課長（佐々木義則君） 同じく産業振興課課長補佐の佐々木でございます。 

○産業振興課課長補佐（佐々木 誠君） 佐々木でございます。よろしくお願いいたします。 

○総務課長（佐々木義則君） それでは、早速、町民生活課長のほうから説明を申し上げます。 

○議長（大橋昭太郎君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） 私のほうから御説明申し上げたいと思います。 

  本日、お手元の資料に沿いまして、本町における農林業系汚染廃棄物の保管状況と試験焼却

の実施結果、焼却処理計画、焼却から埋め立てまでの手順等につきまして御説明申し上げさせ

ていただきます。 

  詳細につきましては、阿部補佐のほうから説明いたさせますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） それでは、お手元の農林業系汚染廃棄物の処理について、

資料をもとに説明をさせていただきます。 

  資料のほう１枚めくっていただきまして、資料に沿いまして説明させていただきますが、ま

ずは当町における汚染廃棄物の保管状況①というところでございまして、当町の保管状況の内

容でございます。稲わらが個人民有地の６カ所に合計326トン、牧草が個人民有地のこれも６カ

所に14トン、ほだ木が公有地、町の土地に１カ所、204トン、合計で544トンの汚染廃棄物が保

管されている状況でございます。 

  下の表に移りますけれども、保管状況の②というところで、濃度別にどのような保管状況な
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のかというところで、稲わらにつきましては400ベクレル以上8,000ベクレル以下、この間で326

トンという状況です。牧草、ほだ木、それぞれ14トン、204トンにつきましては、400ベクレル

以下の廃棄物という内容になっております。 

  ２ページ目をお開き願います。 

  済みません、着座にて説明させていただきます。申しわけございません。 

  ２ページ目になりますけれども、平成29年６月18日に宮城県のほうから提示され、７月15日

に県内市町村で合意された処理方針というところでございます。 

  課題といたしまして、一時保管を強いられている農家等の負担が非常に大きいということか

ら、早期の処理着手が必要であるという課題がございました。提案といたしまして、処理方針

（案）に基づき、自圏域内で農林業系廃棄物の処理を開始することとし、処理能力に余力を生

み出すために一般ごみの受け入れを全圏域で協力するというものでございます。 

  具体的にはどういったことかというところで、１つ目といたしまして、既に農林地還元を行

っている市町村はそのまま農林地還元による処理を実施する。農林地還元の意向がある市町村

も、準備が整い次第、農林地の還元を開始する。 

  ２、焼却意向がある市町村は、自圏域で農林業系廃棄物の試験焼却を開始する。 

  ３、農林業系廃棄物を保管していない市町村及び焼却を行わない市町村は、他県域からの一

般ごみの受け入れで農林業系汚染廃棄物の処理を促進する、そういったものでございます。 

  下のほうに移りまして、大崎圏域１市４町の確認事項、こちらにつきましては平成29年６月

30日の確認事項でございます。 

  １、大崎圏域の農林業系廃棄物は、宮城県の処理方針に基づき実施することを確認。 

  ２、具体的な処理方法は、それぞれの市町の考えを尊重。 

  ３、400ベクレル以下の農林業系廃棄物は焼却以外の処理方法の実施に努力するといったもの

でございます。 

  ３ページ目に移ります。 

  試験焼却の結果についてでございます。 

  １、各クールにおいて、各焼却施設における排ガス等及び最終処分場における放流水等に含

まれる放射性セシウム濃度は、いずれも設定した基準値以下でありました。 

  ２、前処理作業、一般ごみとの混焼、焼却灰の埋め立てまでの一連の作業工程において、予

定どおり安全に実施することができました。 

  いわゆる問題がないということを確認したような内容なんですけれども、下の表に大崎東部
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クリーンセンター、表の一番下段に載っておりますけれども、試験焼却の混焼実績、ごみの焼

却量が2,993.9トン、左の内訳といたしまして、通常ごみがうち2,980.28トン、牧草・稲わらの

汚染系の廃棄物は13.62トン、混焼した量でございます。その焼却によって出た焼却灰が289.54

トンという内容でございます。 

  右に表が展開していきますけれども、排ガスについては不検出、焼却灰についても全て基準

値以下、空間線量につきましても基準値以下というような結果でございました。 

  下の表につきましては、三本木の最終処分場のデータでございます。こちらも示しておりま

すとおり、基準値以下というような内容でございます。 

  ４ページ目、お開き願います。 

  今後の処理計画案ということでございますが、まず、焼却対象につきましては、①400ベクレ

ル超8,000ベクレル以下の農林業系汚染廃棄物といたします。 

  ②平成28年に環境省が測定した結果を基本とし、放射性セシウム濃度が400ベクレルを超える

ロッドを対象といたします。ただし、ロッドを全て再測定いたしまして、8,000ベクレルを超え

るようなものが出てきた場合は対象外といたします。 

  ２、焼却処理期間でございますが、約７年間を見込んでおります。 

  ３、焼却灰の放射性セシウム濃度の上限でございますが、1,193ベクレルと設定いたします。 

  ４、空間線量の上限でございますが、0.23マイクロシーベルトと設定いたします。 

  ５、前処理作業の担当、１市２町が保管している農林業系汚染廃棄物をそれぞれの市町で前

処理施設を担当するということにいたします。 

  ４ページの下の処理計画の表でございますけれども、上段が涌谷町、下が美里町というとこ

ろで、令和２年から令和８年まで、それぞれ１年間に焼却する量をトン数であらわしている表

でございます。令和２年度、美里町は24.3トン、令和３年が70.1トン、令和４年が28.6トンと

いうような形で、令和８年まで合計325.8トン、約326トンの稲わらを焼却する予定という内容

でございます。 

  ５ページ目、焼却から埋め立てまでの手順①でございます。 

  現在、６カ所に保管されております稲わらを濃度測定、重量測定をしながら前処理施設に移

送いたします。 

  ②前処理施設のほうでは、飛散防止のため大型テント内で細断処理を実施します。細断処理

後、袋に小分けして密封し、専用車両で焼却施設に移送するという内容でございます。 

  ③焼却施設で混焼するというところですが、セシウム濃度の低いものから混焼する計画でご



 7

ざいます。 

  下の表に移ります。 

  手順の②といたしまして、④焼却施設では随時監視体制をとりまして、ばいじん計を通して

のバグフィルターの監視及び排ガスの放射性セシウム濃度を測定することとしております。 

  ⑤焼却施設からの搬出でございます。焼却灰の放射性セシウム濃度を測定して、専用車両で

焼却灰を最終処分場へ搬出いたします。 

  ⑥最終処分場でございますが、環境省の基準に沿って適切に埋め立てをし、それぞれ水質管

理・空間線量率を測定して監視することとしております。 

  ６ページ目、お開き願います。 

  先ほど大ざっぱな流れを説明させていただき、繰り返しにはなるんですけれども、前処理計

画案の①でございます。 

  まずは、放射性セシウム濃度と空間線量を測定いたします。それぞれ各農家が保管しており

ます稲わら・牧草等の全ロールの放射性セシウム濃度を測定する予定でございます。 

  次に、保管場所敷地の空間線量も同じく測定する予定でございます。 

  最後に、前処理施設敷地及び施設内の空間線量も測定するという内容でございます。 

  前処理施設を設置するような形になるんですけれども、前処理施設のほうでは飛散防止のた

めに前処理施設を設置し、保管場所・保管数量によっては、前処理施設に運ぶ前に農家の敷地

内の部分で、前準備をするために可搬用簡易テントを設置して重量測定したり、サンプリング

の調査を場所によってはする計画としております。 

  ６ページの下の前処理計画の②でございます。 

  焼却対象の細断処理でございますが、受け入れ基準以内、燃えやすいようにというところで

基準以内に細断を施します。飛散防止のため、細断作業は作業用テント内で実施いたします。

細断作業に当たり、集じん機の設置及び作業員の防じん対策を実施いたします。 

  ７ページ目、運搬の計画でございます。 

  飛散防止のために袋詰めをする予定でございます。細断した焼却対象物はビニール袋に袋詰

めを行い、飛散防止対策を強化いたします。作業員は防護服・防護マスク・手袋を着用いたし

ます。 

  ②運搬車両で焼却施設へ搬送。積載後の運搬車両周辺の空間線量を測定し、飛散防止のため

シート二重化で覆い、焼却施設へ搬送する計画としております。 

  受け入れの計画でございますが、７ページの下の表になります。 
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  ①搬入前の車両の計測。これは、計量器において運搬車両を計量し、車両重量をもとに搬入

量を確認させていただきます。搬入時間につきましては、通常ごみの搬入時間外といたします。 

  ②搬入後の車両の計測。計量器において、車両重量を再計量し、正確な搬入量を記録いたし

ます。 

  ８ページ目でございます。 

  混焼計画でございますが、袋詰めの焼却対象物につきましては、作業員が放射性セシウム濃

度に応じた量を適宜直接ごみピットに投入いたします。もちろん、このときには作業員は防護

服・防護マスク・手袋を着用するものといたします。 

  下の環境管理計画でございます。 

  監視体制ということになるんですけれども、まず①から⑥までそれぞれ区分ごとに基準を設

けることで監視体制を整えてまいります。 

  ①焼却灰中の放射性セシウム濃度、週１回監視体制を整えます。 

  ②排ガス中の放射性セシウム濃度、基準が月１回以上というところですが、月２回計画して

おります。 

  ③バグフィルターの点検、基準が年１回でございますが、年２回ばいじん計で常時監視する

というものでございます。 

  ④敷地内の空間線量、こちらについてはモニタリングポストで常時監視いたします。 

  ⑤敷地外の空間線量、こちらにつきましてもモニタリングポストで常時監視いたします。 

  ⑥焼却灰運搬車両の空間線量、こちらにつきましては毎日監視というか、計測させていただ

きます。 

  ９ページ目は、東部クリーンセンター周辺のモニタリングポストの設置箇所位置図となって

おります。 

  美里町につきましては、下小牛田コミュニティセンター、町立の不動堂小学校前、和多田沼

のセーフティータワー、こちら３カ所にモニタリングポストを設置しております。あと、東部

の施設内に１カ所モニタリングポストを設置している状況でございます。 

  ９ページ、下の表になります。 

  環境管理計画というところで、空間線量、こちらの限度値を0.23マイクロシーベルトといた

しまして、こちらの限度値を超えた場合、即座に焼却作業を中断し、原因を検証することとし

ております。 

  10ページ目をお開きいただきたいと思います。 
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  環境管理計画②でございますが、焼却施設の排ガス中の放射性セシウム濃度につきましては、

こちらの計算式で求められ、基準値を超えた場合は即座に中断をいたしまして原因を検証する

ということにしております。同じく、焼却施設の焼却灰の放射性セシウム濃度につきましても、

設定値でございますが、最大でプラス800ベクレルまでと設定いたしまして、これを超えた場合、

焼却を中断し原因を検証するということとしております。 

  最後に、説明会等の開催状況というところでございますが、こちらの表につきましては、未

来の日程につきましても一部記載しておりますけれども、未来の部分につきましては案という

ところで御理解いただきたいと思います。 

  平成30年８月26日、農林業系汚染廃棄物の試験焼却に関する説明会、駅東地域交流センター。 

  平成31年１月６日、中間報告会、涌谷町公民館交流ホール。 

  令和元年９月17日、結果報告会、涌谷町公民館交流ホール。 

  令和元年10月10日、農林業系汚染廃棄物の処理に関する意見交換会、大崎市三本木総合支所。 

  令和２年１月24日、本日でございます、美里町議会全員協議会。 

  令和２年２月９日、美里町住民説明会、駅東地域交流センター。 

  令和２年２月14日、美里町行政区長会議、美里町農村環境改善センター。 

  令和２年３月上旬、美里町議会３月会議にて当初予算の計上を予定しております。 

  令和２年11月ごろ、農林業系汚染廃棄物処理の実施。 

  令和３年３月中旬、美里町住民説明会（実施状況報告）、場所につきましては駅東地域交流

センター、以上を予定しております。 

  以上でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） ただいま、農林業系汚染廃棄物の処理について説明をいただきました。 

  皆さんのほうから意見、質問等、何かありませんか。手島議員。 

○６番（手島牧世君） まず、１ページになります。保管期限に関してなんですけれども、ほだ

木についてはあるのかどうかお願いいたします。（「ほだ木を保管しているかということです

か」の声あり）保管期限。（「ちょっとほだ木の保管期限については調べさせていただいてよ

ろしいでしょうか」の声あり） 

○議長（大橋昭太郎君） 手島議員。 

○６番（手島牧世君） ６ページからになるんですけれども、前処理計画の中にある細断作業等

の作業員の防護服・防護マスク・手袋に関してなんですけれども、袋詰めの作業もそうなんで

すけれども、どういったものが、例えばそういったものは１回ごとに廃棄してまた新しいのを
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使うものなのか、その辺を教えていただければと思います。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） １回ごとに使い捨てするものになっております。（「最

後です」の声あり） 

○議長（大橋昭太郎君） はい。 

○６番（手島牧世君） こちらのほうの細断作業等の実務量というんですか、日数とか時間とか、

そういったものは大体どれぐらい作業がかかるのかは把握されているんでしょうか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） １年目ということでよろしいですか、令和２年度という

ことで。令和２年度につきましては、実質11月から３月を予定しております。まず、その期間

内に24.3トン、量的には処理する計画でございますが、それ以外に全ての保管している牧草・

稲わらの濃度と重量の再調査をやる予定にしておりまして、それで４カ月ないし５カ月ぐらい

は要すものと今のところ計画しております。細断そのものにつきましては、大体20日間ぐらい

でできる内容の量となっております。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございませんか。山岸議員。 

○９番（山岸三男君） 質問がかぶるかもしれせん。４ページの焼却計画の中で、令和２年度は

本町は24.3トンで、１日に2.17トンを焼却という計画なんですけれども、24.3トンを１年かけ

て焼却するという計画ですよね。それでいいですね。それで、１日2.17トンという量、これ私

はもう少しふやせないのかと思うんですけれども、この根拠、１日の焼却、どういう量でこの

2.17トンなのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） ４ページの下の表でございます。東部クリーンセンター

の濃度別の焼却量ということでございまして、こちらは平成30年に実施した試験焼却をもとに

濃度ごとに焼却できる量を設定させていただいております。濃度が低ければ量を燃やせる、濃

度が濃ければ量は少なくしか燃やせないという内容でございまして、400ベクレルから1,000ベ

クレルの濃度であれば１日2.17トン燃やせます。1,000から2,000ベクレルの濃度であれば約半

分、1.08トン、2,000から4,000になればまたその半分、0.54トン、4,000から8,000ベクレルの

ちょっと濃度の高いものについてはその半分、0.26トンが１日の処理上限量というところで、

試験焼却の結果、導き出した処理量でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 山岸議員。 
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○９番（山岸三男君） 今、既に試験焼却していますよね。去年でしたか、試験焼却をして終わ

っているんですけれども、これから焼却する計画として本町は今年度は24.3トン、それも焼却

する前にいちいち測定をして、その中でここの400から1,000のところは２．何トンの焼却をす

るという計画でよろしいですね。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 説明が少し足りなくて申しわけございません。特に美里

町というよりは大崎広域の全体の基準ということで、上限量として設定しているところでござ

いまして、今議員さんがおっしゃるように、全てをまた、はかります。今、稲わらにつきまし

ては、美里町の場合、この表で見る限り400から2,000の間が今ない状況でございます。これは

平成29年に測定した内容ですので、若干の変動は今回はかる過程で出てくる部分は想定される

んですけれども、まず、この2,000から8,000の間が大半を占めるのではないかなと、測定した

結果の推測される中で、この１日の大体の広域のほうで焼却できる焼却量を目安に処理をかけ

ていくというような内容でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 山岸議員。 

○９番（山岸三男君） 一応、計画では令和８年で終了ということでよろしいんですか。完全終

了できるものという計画でよろしいんですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 計画では、令和８年で終了という内容でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございませんか。柳田議員。 

○10番（柳田政喜君） ２点確認させてください。 

  牧草・ほだ木、こちらの計画はいまだにまだできていないということでよろしいですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） 今の牧草とほだ木なんですけれども、ほだ木につきましては、

とりあえず町の施設のほうに置かれておりまして、今のところそのままというか、それにつき

ましては先ほど阿部補佐が説明したとおり、焼却できるのは400ベクレル超、8,000ベクレルの

部分です。これは広域のほうでもともと決まっていたもの、基準として。ただ美里町としては

今までは焼却以外、いろんな面で処理できる状況にないということで、ずっと全量焼却という

ことで話をしてきました。 

  ただ、試験焼却の結果が出まして、この焼却の計画をつくっていかなければならないという

中で、一番問題になったのが最終処分場の周りの方の、やっぱり住民の方の同意を得るという
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のが必要になってきていると。それで、大崎市では説明を何回も重ねながら、ある程度しよう

がないのではないのかというところまで、住民の方のお話を聞いてそういう状況になったとい

うことで、その際に、その地域の住民の方は、400ベクレル以下は焼却しないということだった

んですけれども、話の中では、もっと濃いのもすき込みとかできるんではないかと、なるべく

持ってくるのを少なくしてもらいたいというような話等がありまして、それで、この本焼却を

するに当たりまして、前から広域のほうで考えていた400ベクレル超についてのみ焼却を行うと

いうことで、あとは400ベクレル以下につきましてはすき込み等、各市町で対応してほしいと、

対応するということでそういう流れになりまして、結果的に400ベクレル以下は焼却が広域では

できないということになりました。 

  それで、先ほどもちょっと話しましたけれども、ほだ木につきましては町の施設に今保管し

てあるということなんですけれども、14トンの牧草につきましては農家の方に保管していただ

いているということで、今後はすき込み等も検討に入れていかなければならないということで

考えております。あとは、その辺も含めながら、農家の方に話を聞きながら、いろんなその他

の焼却以外の方法があるのか、なるべく早く探っていきたいということで考えております。（「ま

だ決まっていないということですね」の声あり）そうです。 

○議長（大橋昭太郎君） 柳田議員。 

○10番（柳田政喜君） それと、計画が令和８年まであります。それで、今の時点で震災以降、

翌年からでしたか、保管が始まっているのは。それで、農家の方の農地であり、置き場所であ

り、ずっと制限しているということで、その人たちに対しての補償というのは東電のほうに聞

いてくれているかということで、してもらえるのかということで前にお願いしたと思うんです

ね。それで、計画が大体決まりました。計画案ではまだ７年後です。そのような形の中で、そ

の辺の補償の部分は町として音頭をとって考えているんでしょうか。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） その辺は当然町として音頭をとって、その辺は手続を進めてい

かなければならないと考えております。（「わかりました」の声あり） 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございませんか。吉田二郎議員。 

○４番（吉田二郎君） 焼却の時期なんですけれども、せんだって、新聞報道で隣町涌谷は新年

度予算が決まる11月に大体実施したいと。大崎市の場合だと焼却の時期はその時点ではまだ明

示していないというような新聞の記事だったけれど、本町においては、11月とかにしていたん

だけれども、その時期で大体よろしいのか。 
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○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） まず、２月上旬に開催されます住民の説明会も踏まえま

して、やるべきか、やらざるべきか、町の方針の決定というのがその後に出てくるものだと思

いますが、計画といたしましては、令和２年度の11月ごろというところで今のところ計画とい

うのはしてございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 吉田二郎議員。 

○４番（吉田二郎君） そうしますと、費用的な面というの、前に何かいろいろな細断というの

がありますよね。これは全部国の費用で賄っていくのか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 国の補助事業100％でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 吉田議員。 

○４番（吉田二郎君） あと、令和７年にこの4,000から8,000のやつが４倍ぐらいの量で出たと

いうことは、平均的に大体混焼すればいいんではないかなと思うんだけれども、これは何か特

別な要素があるんですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 現時点での計画の内容でございまして、この計画には大

崎市の量も入ってまいりまして、計画の中にはです。施設のほうも東部の３施設、玉造と中央

と、あとはこちらの東部のクリーンセンターを使う計画で、それぞれ施設の混焼できる量に制

限がございますので、その施設内である程度調整する内容で数字はちょっとばらつきが出てい

るという状況でございます。（「はい、わかりました」の声あり） 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございませんか。吉田議員。 

○１番（吉田眞悦君） 先に、焼却の関係からお願いしたいと思いますが、これは試験焼却と同

じ流れでやりますよという考え方でよろしいんですね、基本的に。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 同じ考え方でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 吉田議員。 

○１番（吉田眞悦君） それで、この前処理は各自治体が責任を持ってやるという、それで、こ

の前処理の部分について、本町では６カ所で保管されていると。そのときに、その６カ所でそ

れぞれ移動して処理をするものだか、もしくは１カ所でその前処理で何らかの形で運んできて

そこでやるものだか、そこのところ、考え方。 
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○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 前処理施設につきましては１カ所を想定しておりまして、

そちらの前処理施設にそれぞれ農家で保管されておりますロールを運んで前処理をするという

内容でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 吉田議員。 

○１番（吉田眞悦君） ということは、今の１カ所で固定型だよということですよね、前処理す

るのには。それで、そこに運ぶことに関しての説明とか、何も一切今のところないんですよね。

だから、今後説明する中では、やっぱりそういうこともきちっと説明をしていかないと、話が

違うんではないのかということになりかねないと思うので、そこのところはきちっとやってい

ったほうがいいと思いますが、いかがですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 保管場所から前処理施設へ運搬する過程の部分ですね、

それをもうちょっと資料のほうに明記させていただきまして、説明を詳しくさせていただきた

いと思います。 

○１番（吉田眞悦君） それと、今後の予定の中に、新年度の予算に反映させていくというよう

なことなんでしょうから、それについては当然その空間放射線量の測定から始まっていくと思

うんですが、あとはその前処理施設の設置、それらについては各自治体で責任を持つというこ

と、広域のほうに持っていく焼却に係る部分はその後の４カ月分か、それも含めてという考え

方でよろしいんですか、予算の組み方というのは。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 当初予算の内容でございますが、前処理までは自治体の

責任でやりますという内容でございまして、焼却施設の搬入までの部分でございます。焼却か

ら灰の埋め立てまでは大崎広域のほうで事業を実施するというような内容でございます。 

○１番（吉田眞悦君） それに伴って町での負担分は入らないのかということです。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 済みません。広域で事業をしていただきまして、それに

対する負担金として発生する内容でございます。 

○１番（吉田眞悦君） 当然の話だから、そこまで入りますよということですね。（「はい」の

声あり） 

  では次に、もう一つ、先ほどもちょっと話が出ていましたけれども、焼却以外の部分なんで

すが、まだ決まっていないということですが、基本的にはみんな合意している、ここにも書い
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ていますけれども、400ベクレル以下については焼却以外の処理でということで、なかなかうち

の町だと、正直公有地でほかの市町村みたいな牧草地があるとか、そういうところがうちの町

にはないんですよね。それで、この牧草の14トン、現在も14トンあるかどうかわかりませんけ

れども、だからあとほだ木の関係ね。町としてやはり１カ所に責任上集めましたと、それはい

いことだと。ただ、その後の先が見えないと、今の話ではそういうことですよね、処理の方法

が。だから、やはりそっちのほうであっても確かに町有地の敷地には置かれているけれども、

ただ今後それがずっと長年また放置ではない保管なんだろうけれども、放置されるような状況

にもなりかねない行き先がないもの、わからないものだからね。だから、同時にやはり進めて

いかないとなかなか難しくなって、後からかえってひどくなってくるんではないかと思うので、

そこのところはやっぱりきちっとした対応を考えていかないとだめだと思うんですが、いかが

ですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） 議員おっしゃいましたとおり、その辺についても、いろんな方

策を検討しながら、いろんな話はあるんですけれども、実現可能なのかどうなのか、その辺も

検討しながら、当然町のほうからそういうのが早目早目になくなるようにこれも考えて進めて

いきたいと思います。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございますか。福田議員。 

○13番（福田淑子君） まず、この案を決めたのはいつ、誰が決めたんでしょうか。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） この案につきましては、最終的には町長とお話をしまして、こ

ういう内容で進めたいということで町長に了解を得ています。（「いつという、日にち」の声

あり）この計画案につきましては、試験焼却が終わった後について、事務担当の中で本焼却す

る際にはどういうやり方とかあるか、あとどれくらい、先ほども濃度によって焼却する期間が

違ったり、量が違ったりというのがありまして、そういうのを大崎広域なり、あと大崎市と美

里町、涌谷町の担当が集まりながら、いろんな調整をしたりとか、総意として最終的にでき上

がったということでございます。（「いつ決めたの」の声あり）うちのほうの町で、これで説

明をする、説明会を行うと決めたのは、先週の話です。 

○13番（福田淑子君） 簡単に、この計画を決めたのはいつですかと。それから、どの機関で決

めたんですかと、単純に聞いているんですけれども。難しくない。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 
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○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） あと、済みません。第１回の廃棄物処理の担当者会議と

いうことで、昨年の令和元年９月25日に広域のリサイクルセンターのほうで会議がございまし

て、その際、今後の処理方針というところで１市２町の処理方針が示されました。その後、各

市町で協議しながら、令和元年の12月下旬ぐらいまでにはそれぞれの市町で方針が定まりまし

て、大崎市のほうでも説明会が開催されているという内容でございます。 

  今回、使用させていただきました資料につきましては、年明け早々、それぞれから決裁をい

ただきまして、この資料案で説明会をしましょうということで、資料のほうは確定といいます

か、決裁をいただいてきょうの場に臨んでおります。 

○13番（福田淑子君） だから、いつ、誰が決めたのかと。その日にちと誰が決めたのというふ

うに聞いているだけなんだけれども。一般質問で聞いたら、この計画は知らないという話だっ

たので、今の話を聞くと知っているということだよね。おかしいでしょう。だから、いつ、誰

が決めたんですかと、簡単に聞いているんですけれども。いつ、どこで協議して決めたのかと、

簡単なことなんだよね。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） 基本的なものは、事務担当会議等の中でおおむね示されたとか、

そういうのがありまして、それをもとにあと各自治体のほうで自治体ごとに内容を変えたりと

かして、それで決定しているという。（「どこの協議で決めたの」の声あり） 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） この美里町の資料につきましては１月21日ということでござい

ます。 

○議長（大橋昭太郎君） 副町長。 

○副町長（須田政好君） それぞれの自治体がこの計画について策定していくという形にはなり

ますが、本町も最終処分場の関係だったり、あるいは焼却施設等を単独で持っているわけでは

ございませんので、それぞれ関係市町の担当者等が量的なもの、あるいは時期的なものを昨年

の９月から12月の下旬にかけて構想を練ってまいりました。それに基づいて、美里町としては

このような焼却計画をつくったらどうかというところで担当者から起案がされ、町長が１月21

日に決裁をしました。これに基づき説明会を開きたいという考えでございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） 基本的に、この案を決めた機関があると思うのね。単独で決めるわけが

ないんだから。だから、何回も言うけれども、一般質問で聞いたときに知らないと、この計画
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をね。これは大崎市が勝手に決めたんだというふうに答弁があった。だけれども、今聞くと、

９月にもう既に示されて、いろいろ今まで協議してきたわけでしょう。だから、勝手に単独で

決められるわけないじゃない。１市４町、それから大崎の広域で決めたのということを具体的

に聞きたいんですけれども、だから、それはいつ決めたのという話です。 

○議長（大橋昭太郎君） 副町長。 

○副町長（須田政好君） 一般質問で知らないというのは、大崎市がそれぞれ説明会を行いまし

て、大崎市がこのような考えでこのように計画では実施したいという説明をされたというふう

に私のほうでは認識し、それについては大崎市さんのほうの計画策定でございますので、私の

ほうでは把握していないというふうにお答えいたしました。当然、美里はもう美里町なりにき

ちんとその計画をつくらなくてはいけないんですが、しかし、お互い焼却する施設も同じです

し、あるいは最終処分場も大崎市さんの処分場をお借りする形になりますので、時期も量的な

ものも含めて調整が必要になってきます。それで、大崎市さんだったり、あるいは大崎広域を

通してほかの構成市町村との調整をしていって、美里町が１月21日に美里町としての焼却計画

をつくったという形になります。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） 単独でつくれるわけがないですよね。前に話ししたときには、美里町の

名前も入っていて、１市２町、そして大崎広域の名前が入っていて、その機関で私はつくられ

たのかなと思ったんです、計画が。今、違う話をしているのでね。だから、誰がどこの機関で

決めたのと。 

○議長（大橋昭太郎君） 町長。 

○町長（相澤清一君） ちょっと話しがややこしいので、私もしっかりと把握できていないんで

すけれども、この方向の方針、試験焼却からの方向は大崎広域１市４町で議論をして、１市２

町でまず焼却できるということで試験焼却をするということでしました。安全安心を確保して、

それがしっかりとできた場合には本焼却に入りますよということも１市２町で確認して、あと

の２町はすき込みをする、そういうような方向ですので、我々としてはやはり１市２町で古川

と東部クリーンセンターで実施をする、そういうふうな方向でずっと動いていきました。そし

て、試験焼却が終わって、説明会をして、安心安全がしっかりと担保できたと、我々はそのよ

うに認識しております。そういうふうな中で本焼却に入りましょうと。そして、時期はまだ明

確ではありませんけれども、そういうふうな中でおのおの説明会をするときにこのような方向

でと、これは大崎広域なり、この１市２町の担当者がしっかりとつくったものですけれども、
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その方向性をしっかりとつくったのは私たちでございますので、試験焼却の後には本焼却に入

りますよという確認をして、安心安全を確保したらば実施しますよと、そういうふうな方向性

です。 

  いつというのは、そういうふうな全体の流れですので、いつ決定したとか、そういうふうな

ことではなく、その一連の流れでそのような方向性でいきますよと、確認をしながらここまで

組合会なりを通じて進めてきたところであります。これは、今後も、ですから、そういうふう

な今度説明会をして、そして皆さんに説明をして、ある一定程度御理解をいただいたならば本

焼却に入りたいと、そういうふうな方向の中でこのように、では、試験焼却の実施を、調査を

しながらどの程度入れたらいいか、どのような処分量をしたらいいかということを含めてきた

ところでございます。 

  あと、さっき言った400ベクレル以下の牧草なりほだ木については、おのおの自分たちの自治

体でしてほしいというふうな、そういう方向づけがありますので、ただ、私たちのところには

なかなかそういうふうなところがないと。ただ、ない、ない、燃やしてけろと言ったって、や

はりなかなか灰処理の三本木の意向もありますので、そういう意味ではなかなか難しいという

話も受けていますので、それは農家の皆さんに理解して協力をもらいながら、すき込みという

ふうな、なかなか理解はもらえませんけれども、これも粘り強く、そういうふうな形ですき込

みをするような方向で進めてまいりたいと。全体の流れはそういうふうな流れで今進んでおり

ます。ですから、いつ決定したのかと言われると、これはなかなかその組合会でも何日に決定

したとかというのはありませんけれども、その一連の流れで事務が進められてきて、今度本焼

却についての説明会なりに入る、こういうふうな計画を事務担当でつくっていただいて、そし

て説明会に臨むと、そういうふうな形でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） ２点目なんですけれども、焼却する時間帯は何時から何時ですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 午前10時から深夜の１時までの15時間の計画でございま

す。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） 試験焼却のときは、夜間にしました。比較的空気がよどんでいる状態、

よく流れない状態でやったんですけれども、今のお話を聞くと、10時だと昼間ですよね。そう

いうものに対して住民の人たちが大変健康の被害を危惧していると思うんですけれども、一番
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はやっぱり住民の人たちの不安をどのように解消していくかということも私は大事だと思うん

です。その辺はどのように今後考えているんですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 今、福田議員さんおっしゃるとおり、焼く時間帯という

のは非常に繊細な部分でございまして、試験焼却でやりました深夜帯、夜間帯を中心に今回の

本焼却も考えております。ただし、全体量の部分で一部10時からと先ほど申し上げましたが、

量的には10時からというか、全体量では夜間帯が多いんですけれども、焼く量も少量ではあり

ますが10時から日中も焼却する計画となっております。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） だから、健康を危惧して夜中に今までやったわけでしょう。それが、今

度日中焼くというのは、私は大変な住民被害、健康被害があると思います。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） 試験焼却におきまして、混焼した際の排ガス濃度とか、そうい

うので不検出等ありまして、そういうことから、夜間だけでなく、早くなくなるため日中も焼

却を行うということでございます。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございませんか。副議長。 

○副議長（我妻 薫君） 基本的なところを確認したいんだけれども、セシウム濃度というのは、

町では計測する機械あるの。（「この事業に関して、現在ということ」の声あり）現在という

か、前処理の担当が町だから、その計測機械というものはあるということなのか。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） これから事業の中身で準備する予定となっております。 

○副議長（我妻 薫君） 広域にはあるんですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 広域にはあると認識しております。 

○副議長（我妻 薫君） あると認識している。では、町で今、保管しているものの濃度はどこ

ではかっているの。 

○議長（大橋昭太郎君） 阿部補佐。 

○町民生活課課長補佐（阿部伸二君） 宮城県で計測しているということです。 

○副議長（我妻 薫君） それはセシウム134や137、区分けしてはかれる機械ですか。いいです、

いいです。何で聞いたかというと、県の説明もそうなんだけれども、今現在、セシウム134がど

れぐらいあって、137がどれぐらいあるか、さもわかっているような説明をするわけね。それを



 20

足したらば１より低ければいいんだと、こんな説明をしているんだけれども、そんな厳密な機

器がどれほどこの県内に配付されているのかと。少なくともうちのほうにはないと。それが一

つね。 

  この資料を説明して、何か専門家でもっともらしい説明をしているんだけれども、ちょっと

さっきも言った400ベクレルのそのベクレルとシーベルトの違いも当然出てくるんだけれども、

我々はベクレルよりもシーベルトなんですよ、気にするのは。その辺で、９ページでモニタリ

ング施設、町内３カ所、これはさっきの説明では設置したような説明を聞いたんだけれども、

今もうあるんだっけ。（「はい」の声あり）今、行ってもなかなかスマホなんかで写せない、

デジタルだからさ。計測値というのは、推移は全部町で保管できる、見ているんですか。（「原

子力規制委員会のホームページで確認はできます」の声あり）これは、あくまでも町で監視し

ているわけではないということだね。町でも、そのホームページ自体は見られるという代物ね。

そうすると、町のホームページに来れば、その経緯なんかが見られるということ。（「町のホ

ームページではなくて」の声あり）そのホームページね、国のね。ということは、これは線量

が高くなったらどうのこうのと書いているんです。そうすると、その管理は全て国に任せると

いうことね。混焼する主体はどこなのよ。混焼する主体がその推移を見ながら運転するという

ことはないわけね。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） この数値の上昇とか、異常的に上昇とか、そういうふうになっ

た場合は、大崎広域とか、そういうところに通知が来るようになっております。 

○副議長（我妻 薫君） 操作している人たちが主体的に見られるものではないんだねって聞い

ているんです。いずれ、運転する主体がそれを監視しながらやっているんではないということ

ね。国から数値が高くなったよと連絡来て初めてわかるわけね。せっかく、モニタリングポス

トを設置しているのに、その数値の変位を見ながら運転している体制がとれるのかと。これを

見ると、焼却作業を中断しと書いてある。いいです、いいです、また人任せってことね。 

  あともう一ついいですか。８ページ、これは町の作業ではないんですが、以前、一般質問で

聞いたことあるけれども、いずれ町が前処理したものを持っていって、ピットに入れるのは町

ではないのね、広域の職員ね。ただ、この図を見てわかるように、一般住民が持ってきてピッ

トに投入する投入口と同じね。（「はい」の声あり）同じでしょう。あそこ、がらんとあいて

いるよね、ピット開けるんだから、入れるのに。あそこに入れたら攪拌するよね、ピットに入

れたら。攪拌すれば、当然ピットの開き口から出てくるよね。その辺の防護対応はどうやって
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いるの。当然、これ防護服着ているから安全みたいな写真で写っているけれども、この人たち

が開けるんではなくて、このピットの搬入口全部がピットの中と同じような状況になっている

ということ、以前聞いたことあるんだけれども。だから、その後に搬入する時間帯は決めてい

るようだけれども、それ以外のその時間の後に行った一般の人もその同じピット搬入口を通る

んです。そのときに、そこが安全だという保証は誰がする。以前聞いたことあるんだけれども、

前は二重のやつがあって、ドアが入り口も出口も二重になっていて外に出ないようにやってい

ましたよね、これは放射能を処理する前から。今は開けっ放し、その辺のやつなんかが全然対

応されていなくて、さも作業員が防護服を着ていれば安全かのように言われているけれども、

それは全然違うでしょう。 

○議長（大橋昭太郎君） 町長。 

○町長（相澤清一君） 今、我妻議員さんからいろんな御指摘を受けましたので、それを受けて

本焼却に向けてはそういうふうな安全対策は万全を期すために、組合会の中でもしっかりとそ

の辺を、きょういただいた御指導をしっかりとやって、安全対策には万全に、一般の市民、町

民の皆さんが入って安全だというのを確認してから進めるように働きかけて、しっかりと意見

を言いますので、そういう面でしっかりと準備をしたいなと、そのように思っております。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大橋昭太郎君） 副議長。 

○副議長（我妻 薫君） またもとに戻って、さっき手島さんの質問で、防護服、１回ごとに使

い捨てだと。だから、さっき言ったように、放射性物質は防護服で遮断するんだけれども、放

射線は通すからね。あの防護服なんかは放射線を遮断するわけではないんだから、常に体に浴

びるわけね、もし放射線を発していれば。そうすると、作業員の安全を考えたら、どれぐらい

の作業日数がかかるかわからないけれども、線量バッジなんかは考えられるんですか。福島の

作業をしている人たちはみんなつけながら、その日に何ぼになったか、累積でどれぐらいにな

ったか、福島の人ほど強い線量ではないけれども、安全だ、安全だと言っていながら、そうい

う細かいところについては全然ね。（「はい、わかりました」の声あり） 

  あと、最後だけ言います。一番最初に、安全が確認され問題ないことを確認したと３ページ

で言っているのね。今の問題にも関係するんですけれども、放射線量に閾値はないと言われて

いるんだよね。0.23マイクロシーベルトだから安全だとか、0.24マイクロシーベルトだったら

危険なのかと。0.020マイクロシーベルトは安全なのか、そこの閾値はないんですよ。0.04が自

然界と言われている中でも、超えれば超えるほど放射線の影響というのはあるということね。
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その問題ないことを確認したと、さも全く安全だということの表現はちょっと使うべきではな

いと思うんだよね。400にしろ、8,000にしろ、そこに放射性を発する放射性物質があるという

ことを確認しているんだから、それがゼロだというのなら安全だと言ってもいいよ。あると言

っているんだから、安全だというのはね。その認識だけはしないでほしいなと思います。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございますか。（「なし」の声あり）よろしいですか。（「は

い」の声あり） 

  それでは、この問題につきましては、焼却という問題につきましてはまた別の機会に。 

  それでは、続きまして、２）の年金生活者支援給付金支給対象の判定誤りについてに入りま

す。総務課長。 

○総務課長（佐々木義則君） それでは、２つ目の年金生活者支援給付金支給対象の判定誤りに

つきまして、町民生活課長のほうから。 

○議長（大橋昭太郎君） ５分ほど休憩したいと思います。 

     午後２時３３分 休憩 

                                            

     午後２時３８分 再開 

○議長（大橋昭太郎君） 再開いたします。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） 年金生活者支援給付金支給対象の判定誤りということでござい

まして、概要につきましては、昨年の10月の消費税増税に伴いまして、低所得者対策の一環と

しまして、年間収入が一定額を下回る年金受給者を対象にしました年金生活者支援給付金の支

給が開始されました。それに伴いまして、美里町では電算システム会社に委託をしまして、町

内の全年金受給者から支給対象者を判定し、日本年金機構にそのデータを送付いたしておりま

す。しかし、その電算システム会社の判定時のプログラミングに設定の誤りがあったことから、

誤って対象でない２人を支給対象者に含めて判定してしまい、報告してしまいました。このこ

とから、支給対象でない２人に対しても日本年金機構のほうから年金生活者支援給付金が支給

されてしまったということでございます。 

  経過につきましては、令和元年の７月８日に年金機構のほうに先ほどの支給対象者データを

送付しております。それで、同年12月13日、送付したデータに基づきまして、日本年金機構で

は年金生活者支援給付金を支給対象者に支給しております。同年12月18日、電算システム会社

のほうから判定時のプログラミングに設定ミスが発見されたという報告を受けております。報

告を受けて町で調査したところ、２人の対象者が支給対象者に含まれ判定されてしまい、誤っ
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て支給されていたことを確認しております。内容につきましては、１人が２カ月分で１万円、

１人が7,236円となっております。この人たちに対しまして、ことしの１月20日でございますけ

れども、電話でそういう内容をお伝えしまして、直接謝罪に行きたいというお話をしました。

ただ、１人につきましては文書の送付だけでよろしいということで文書を送付し、あともう一

名の方につきましてはその文書を持って直接謝罪に伺いました。その際、返納についての説明

も申し上げて、その２人につきましてはその辺は了承していただいたということになっていま

す。 

  今後の対応につきましては、今後誤って支給した２人の方に対して、返金の手続が日本年金

機構のほうから通知されるということで、あと返金してもらうという内容になっております。 

  以上でございます。 

○議長（大橋昭太郎君） ただいまの説明につきまして、質問等ございましたら。手島議員。 

○６番（手島牧世君） 今、誤って支給したことに関しての経過というのをお聞きしたんですけ

れども、町の業務に対しての経過として、まずふだんからのチェック体制機能等についてどう

いうふうになっているのか、また、今回の委託している内容に関しては、防ぐことが可能なも

のだったのか、または防ぐことが不可能なことだったのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大橋昭太郎君） 佐藤課長。 

○町民生活課長（佐藤吉則君） システム会社のデータを、基本的に内容といたしまして、住民

税が非課税の方に対しては支給されるということなんですけれども、扶養者が非課税で、被扶

養者が非課税でない人もいるわけなんですね。住民税につきましては均等割というのがありま

して、通常であれば103万円以下であれば扶養になれるんですけれども、それが住民税の場合は

それ以下の人でも均等割がかかってしまうというふうになるわけです。それで、扶養者が非課

税であるイコール被扶養者も非課税だという設定をして電算会社がプログラムをつくったとい

うことで、間違って判定されてしまったということでございまして、これをなかなか町の職員

がその辺まで見つけるというのはちょっと至難のわざと、実際のところできないということで

ございまして、あと、電算会社につきましては、その旨の今後チェック体制とか、そういうも

のの充実、こういうことが今後起こらないようにということでの注意をいたしまして、その回

答の文書ももらっているところでございます。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございますか。千葉議員。 

○14番（千葉一男君） 今、こういう電算システム、いろんなのを使っていますよね。これで判

定のプラグラミングを変更するときのチェック体制、それが正しいかどうかというのは実際ど
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ういうふうな体制があるんですか。それだけお聞きします。 

○議長（大橋昭太郎君） 総務課長。 

○総務課長（佐々木義則君） 通常の電算システムの業者とのそういった抽出要件等のチェック

については、通常、当然電算会社と要件の内容については口頭でというか、内容等の確認作業

はするんですが、それが町のパソコンを使ってその設定を確認できるものであれば、職員も立

ち合いの中でそれをチェックするということにはなっておりますが、今回のケースについては、

町でその抽出をするために町のパソコンを使ってその抽出要件をチェックするというものでは

なくて、電算会社が独自のプログラムを使ってその抽出をするような仕組みになっておりまし

たので、そこまではチェックができなかったということでございます。通常の内部で設定する

部分については、電算会社と立ち合いのもとにチェックする仕組みになっております。 

○議長（大橋昭太郎君） 千葉議員。 

○14番（千葉一男君） 要するに、何かカードかなんかをぱっと入れると、全部チェックできる

ような体制にならないと、なかなか難しいんだろうと私なんかは感じるんですが、余りわから

ないからね。だから、そういうふうなことがきちっとチェックできる、強化できる、そういう

仕組みが自分のほうで、あるいは我々のほうで強化できるようにならないと、こんなのがどん

どん、どんどん、相手のエラーだから、相手のエラーだからと、そういうふうな仕組みに発展

する可能性はあるんですか。今のままですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 総務課長。 

○総務課長（佐々木義則君） 今回、ＴＫＣのほうから再発防止策というところで、この開発プ

ロセス、それからプロジェクト監視体制の部分の改善を図っていくということでございますの

で、それらの内容をこちらのほうで確認させていただいて、できる限りそういう設定ミス等が

ないようにこちらのほうもチェックをしていきたいと思っております。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） この電算会社の名前はどこですか。（「ＴＫＣ」の声あり）こういう場

合に、電算会社がミスした場合に、町との契約とか違約金とか、そういうのはどういうふうに

なっているんですか。 

○議長（大橋昭太郎君） 総務課長。 

○総務課長（佐々木義則君） 契約上についてはそこまで記載してございませんので、状況によ

っては損害賠償等を求めていくといった形になるということでございます。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 
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○13番（福田淑子君） 状況によってはということで、町でちゃんとその辺をきちっとしておか

ないと、状況、状況って、もう二度と起こってほしくないんですけれども、やっぱりそういう

場合、契約上の問題ですので、きちっと今からでもしていただきたいと思います。まさか美里

町にあるとは思っていなかったのでね、なおさら。町だけが大きくぼおんと出てくるので、電

算会社のミスとは余り思っていない、町民にしてみればね。 

○議長（大橋昭太郎君） 副町長。 

○副町長（須田政好君） 今回は、全国127市町村であったというようですれども、お話ししてい

ただいた中で、本町はお二人ということで少ないということだったんでが、その中で町が明ら

かに損害をこうむったというものがきちっと考え方としてできるんであれば、それを請求する

のでいいんですが、このような間違いの中でどれぐらい向こうのほうにペナルティーをとれる

かというところは、まだ町としても明快な回答は出せないと思います。ですので、県内でも幾

つかの市町村で同じようなケースがありますので、それらの状況を見ながら、もし２回も３回

も続くんでしたらばさらに考えなくてはいけないんですが、今回に関してはほかの市町村を見

ながらといいますか、協議しながら、ＴＫＣに対するペナルティーといいますか、賠償請求を

考えていきたいと思います。 

○議長（大橋昭太郎君） 福田議員。 

○13番（福田淑子君） これからの状況でどうなるではなくて、ちゃんと契約なので、その辺を

今からでもちゃんときちっとしておかないとね。 

○町長（相澤清一君） これからの時代、多分みんな機械化になって、こういうふうな時代にな

るから、やっぱりその辺はこういうふうな小さなミスも大きなミスも同じだと思うんですね。

そういう意味で、これから契約の時点において、やはりこういうふうな瑕疵があった場合には、

しっかりとそのような体制を何とか契約の中に入れるなり、町としてのそのような形を整えて

いきたいと検討いたしますので、ありがとうございます。 

○議長（大橋昭太郎君） ほかにございませんか。（「なし」の声あり） 

  それでは、以上で町長からの説明及び意見を求める事項について終わりたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

  その他に入りますけれども、町長、副町長に残っていただきます。 

     午後２時５２分 休憩 

                                            

     午後２時５３分 再開 
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○議長（大橋昭太郎君） 再開いたします。 

  今、お手元に水道のみやぎ型管理運営方式に関する県民向け事業説明会が２月１日にあると

いうことで、これは大崎市合同庁舎と白石市中央公民館の２カ所でやるということでございま

すので、都合のつく方はぜひ参加していただきまして、定員も設けられておるようですし、事

前の申し込みも必要なようでございます。なかなかこんなことで説明会と言っていること自体

が問題だとは思いますが、そのほかに３枚目に出前講座実施についての御案内ということで、

もし希望があれば、これは宮城県の企業局水道経営課で出向くという意味だと思いますが、こ

の辺について、ちょっと町長のほう、今この資料を初めて目にしたようですので、もしあれで

したら意見を聞きたいと思って残っていただきました。 

○町長（相澤清一君） 今、初めて見させていただきました。県の方針はそのような方向で県議

会の条例案も通りましたので、令和４年度から実施するというような方向づけになっていると

思います。そういうふうな中で、県ではやはり大きな事業、またコンセッションという別な形

の事業なもんですから、町民に広く説明したいということで、議会の議員の皆さん、そして県

民の皆様に説明会をしたいということで、今回２月１日に県南、県北１カ所ずつにまずそうや

って説明会をしたいと、そういうようなことでございます。ぜひ、興味のある方、またいろん

なことをお聞きしたい方は２月１日に向けて、先着順でありますけれども、そのような形で申

し込みをいただきたいなと思っております。 

  あとは、３枚目の内容ですけれども、出前講座については、いろんな関係、皆さんとちょっ

と協議をして検討してまいりたいと思いますので、少し時間をいただきたいなと、このように

思っております。 

○議長（大橋昭太郎君） そういったようなことでございますので、なかなか町でも取り組むの

が大変なようでございますので、ぜひ２月１日、先着順だということで、早く申し込んで、都

合つく方は聞いていただければと思っております。 

  町長さん、副町長さん、どうもありがとうございました。 

  その他ですけれども、広域行政事務組合、それから後期高齢者医療県民連合会の中で何か報

告事項ありましたら、特別なければ。（「なし」の声あり）広域も特別ないですか。（「なし」

の声あり） 

  それから、１月28日、議員講座に出席の皆さんは忘れずに御参加いただきますようよろしく

お願いします。 

  それから、２月10日月曜日に、常任委員会の正副委員長の選任、議会運営委員会及び議会だ
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より編集特別委員会の委員の選任などを行いますので、９時半までお集まりください。今は、

局長の名前で案内が行っていると思います。 

  皆様からほかに何かございますでしょうか。よろしいですか。（「はい」の声あり） 

  では、これをもちまして全員協議会を終了します。 

○副議長（我妻 薫君） 大変お疲れさまでした。 

  挨拶の前に一言、私ごとながら、12月会議など欠席させていただきまして、皆さんに御心配

をおかけしました。無事戻ってまいりましたので、大変皆さんに本当に御礼申し上げます。 

  以上をもちまして、全員協議会を終わりたいと思います。 

  大変御苦労さまでした。 

     午後２時５８分 閉会 

 


